
○桜川市職員等公益通報に関する要綱 

平成２０年７月２５日 

告示第５１号 

（目的） 

第１条　この要綱は、公益通報保護法（平成１６年法律第１２２号）の施行に伴い、

職員等からの公益通報の処理に関して必要な事項を定めることにより、公益通報

をした者の保護を図るとともに、公正かつ透明な市政運営を推進することを目的

とする。 

（定義） 

第２条　この要綱における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

（１）　職員等　次のいずれかに該当する者をいう。 

ア　職員　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定す

る一般職の職員並びに同法第３条第３項に規定する非常勤特別職の職員 

イ　市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員で当該事務事業

に従事する者 

ウ　市の施設の指定管理者の従業員で当該市の施設の管理業務に従事する者 

エ　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和６０年法律第８８号）に基づき市に派遣された者で、当該派遣業務に

従事する者 

（２）　公益通報　職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われ

る不正の是正又は防止のための通報をいう。 

（３）　通報者　公益通報をした職員をいう。 

（４）　任命権者　地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者をいう。 

（平２７告示５・一部改正） 

（公益通報） 

第３条　職員等は、桜川市の行政運営に関し、次の各号に掲げる事案を知り得たと

きは、次条に規定する公益通報窓口対し、公益通報を行うことができる。 

（１）　法令（条例、規則等を含む。）違反又はこれに至るおそれのある事案 

（２）　人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影

響を与えるおそれのある事案 

（３）　前２号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実 

２　前項の公益通報は、職員等公益通報書（様式第１号）により行うものとする。

この場合において、公益通報の事実を証明する証拠書類がある場合は、職員等公

益通報書に添付するものとする。 

３　職員等は、公益通報をする場合は、実名によらなくてはならない。 

４　職員等は、公益通報について、市の行政運営の適正化に資するために行うもの

として、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によ

りこれを利用してはならない。 



５　第１項の規定にかかわらず、職員等は、勤務条件に関する事案については公益

通報をすることができない。 

（公益通報窓口の設置） 

第４条　職員等からの公益通報を処理するため、人事担当課に公益通報窓口（以下

「通報窓口」という。）を設置する。 

２　通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）　公益通報の受付に関すること。 

（２）　公益通報に係る相談に関すること。 

（３）　公益通報に係る事務事業を所掌する部署との連絡調整に関すること。 

３　通報窓口の責任者は、人事担当課長とし、通報窓口の事務に当たる者は、人事

担当課長が指名する者とする。ただし、自らが公益通報に係る事案の当事者とな

っている場合にあっては、その対応に関与してはならない。 

４　通報窓口は、公益通報があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、これを受け付けるものとする。 

（１）　虚偽であることが明らかであるとき。 

（２）　内容が著しく不明確なものであるとき。 

（３）　苦情その他公益通報に該当しないことが明らかであるとき。 

５　通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、速やかに次条に規定する公益通報

委員会に報告しなければならない。 

（公益通報委員会の設置） 

第５条　市長は、職員等からの公益通報を調査するため、公益通報委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

２　委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長及び市長公室長をもって構成する。 

３　委員会の委員長は、副市長とする。 

４　委員会は、委員長が招集し、主宰する。 

５　委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理

する。 

６　委員に係る公益通報について、当該委員は、委員会が当該委員から公益通報に

係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に参加することが

できない。 

７　委員長は、公益通報に係る事案の内容に応じ、適切であると認める者を指名し、

委員会の会議に出席させることができる。 

８　委員会の庶務は、人事担当課において処理する。 

（委員会の会議） 

第６条　委員会の会議は、非公開とする。 

（委員会での公益通報の取扱い） 

第７条　委員会は、第４条第５項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく当該

公益通報を受理するか否かの審査を行わなければならない。 



２　委員会は、公益通報の内容等により、当該公益通報が第３条第１項各号のいず

れにも該当する通報であると認められない場合は、これを受理しないものとする。 

３　委員会は、公益通報を受理するか否かを決定し、その結果を職員等公益通報受

理・不受理通知書（様式第２号）により遅滞なく通報者に通知しなければならな

い。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。 

（委員会の職務） 

第８条　委員会は、公益通報の受理を決定したときは、次に掲げる手段により、遅

滞なく当該公益通報に係る事実確認のための調査を行わなければならない。 

（１）　公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職

員を監督する責務を負う者から当該公益通報に係る事情を聴くこと。 

（２）　公益通報に係る事案に関係する職員等から事情を聴くこと。 

（３）　公益通報に関係する書類等を閲覧し、又はその関係する書類等を提出さ

せること。 

２　委員会は、前項の調査を市長が指定する職員（以下「調査員」という。）に行

わせることができる。 

（調査員の調査） 

第９条　調査員は、前条第２項の規定により公益通報に関する調査を行った場合は、

当該公益通報に係る調査の結果を職員等公益通報調査結果報告書（様式第３号）

により委員会に報告しなければならない。 

（調査結果の報告等） 

第１０条　委員会は、前２条の規定による調査の結果、当該公益通報に係る事務事

業に関し、公益通報に係る事実があると認めたときは、その内容を職員等公益通

報調査結果報告書（様式第４号）により、事実を証明する証拠書類とともに任命

権者に報告しなければならない。 

２　任命権者は、前項の調査結果の報告を受けたときは、速やかに当該公益通報に

係る事実について是正措置を行うほか、必要に応じて当該公益通報に係る事実に

関係した者を告発するなど、再発防止のための必要な措置を講じなければならな

い。 

３　委員会は、前２条の規定による調査の結果、当該通報に係る事務事業において、

公益通報に係る事実が認められなかったとき、又は調査を尽くしても公益通報に

係る事実が判明しないときは、その旨を第１項に定める職員等公益通報調査結果

報告書に記載し、任命権者に報告しなければならない。 

４　委員会は、前２条の規定による調査及び第２項の規定による措置の結果を職員

等公益通報調査・措置結果通知書（様式第５号）により通報者に通知しなければ

ならない。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。 

（運営状況の公表） 

第１１条　市長は、前年度の公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表し

なければならない。 

（不利益取扱いの禁止） 



第１２条　通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理等調査に当たって

は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならな

い。 

２　任命権者は、通報者が公益通報を行ったことを理由として、人事、給与、その

他職員の勤務条件等について、不利益な処分をしてはならない。 

（通報者の探索の禁止） 
第１３条　職員は、通報者の探索をしてはならない。 
２　任命権者は、前項の規定に違反した者に対して、懲戒処分その他適切な措置を

講ずるものとする。 
（秘密の保持等） 

第１４条　公益通報の処理に関与した職員は、通報者の保護を図るため、法令に基

づく場合等の正当な理由がない限り、公益通報の処理に関する情報を開示しては

ならず、当該情報について秘密を保持しなければならない。 
２　公益通報の処理に関与した職員は、通報者の保護を図るため、法令に基づく場

合等の正当な理由がない限り、公益通報の処理に関する情報を目的外に使用して

はならない。 
３　任命権者は、前２項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他適切な措置を

講ずるものとする。 
 

附　則 

この告示は、平成２０年８月１日から施行する。 

附　則（平成２７年告示第５号） 

（施行期日） 

１　この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により教育長が

なお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の桜川市職

員等公益通報に関する要綱第２条の規定は適用せず、改正前の桜川市職員等公益

通報に関する要綱第２条の規定は、なおその効力を有する。 

　　　附　則（令和８年告示第６１号） 

　この告示は、令和８年４月１日から施行する。



様式第1号(第3条関係) 

 

職 員 等 公 益 通 報 書 

 

 通報者氏名 　 本書に記載した日 年　月　日

 通報者所属 　

 通報者種別 

(○を付けて

ください。) 

 

一般職員・臨時職員・教職員・非常勤特別職の職員 

受託事業者従業員(社名　　　　　　　　　　　　　　　　) 

指定管理者従業員(団体名　　　　　　　　　　　　　　　) 

派遣労働者(社名　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

 希望する連

絡方法 

電話(自宅・職場・携帯・その他(　　　　　))・電子メール 

FAX(自宅・他(　　　　　)) 

郵送(自宅・職場・その他(　　　　　))・その他(　　　　　)

 連 絡 先 　

 

通 報 内 容

①通報対象者氏名　　　　　　　　　　　　　　　所属

 ②通報対象事実は(生じている・生じようとしている・その他(　　　　)) 

　(いつ) 

　(どこで) 

　(何が) 

　(どのように) 

　(なぜ生じたのか) 

　対象となる法令違反等

 

 ③通報対象事実を知った経緯 

 ④通報対象事実に対する考え 

 ⑤その他補足事項 

 証拠書類(有　(書面・テープ・その他(　　　　　　))・なし) 

調査結果の通知(希望する・希望しない)

 受 付 番 号 　 受付年月日 年　　月　　日



様式第2号(第7条関係) 

 

第　　　　　号　　 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

桜川市公益通報委員会　　　　　　　　　　 

 

 

職員等公益通報受理・不受理通知書 

 

　　　　　年　　月　　日付けであなたから受け付けた公益通報の対応は、次のとおり決

定したので桜川市職員等公益通報に関する要綱第7条第3項の規定により通知します。 

 

1　件名 

 

2　結果 

 

　(1)　公益通報として受理し、当該対象事実について調査を開始しました。 

 

　(2)　次の理由により、公益通報とは認められないので、不受理といたしました。 

 

　　　 不受理の理由 

 

 



様式第3号(第9条関係) 

 

年　　月　　日　　 

 

　公益通報委員会　宛 

 

調査員職氏名　　　　　　　　　　 

 

 

職員等公益通報調査結果報告書 

 

 受付番号 　 通報者名 　

 

通報内容 　

 調査期間 　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　　月　　日
  

調査方法 

 

(該当項目

に○印を付

ける。)

1　通報者からの情報収集 

2　既に提出されている関係文書の調査 

3　所属上司の聞き取り 

4　関係職員からの聞き取り 

5　その他 

　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 

調査結果

事実の有無 □　通報対象事実あり　　□　通報対象事実なし

 調査状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項 　



様式第4号(第10条関係) 

 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

桜川市公益通報委員会　　　　　　　　　　 

 

 

職員等公益通報調査結果報告書 

 

※　通報者の氏名については、その他参考事項欄に記載すること。

 調査受付日 　　　　年　　月　　日 受付番号 　

 調 査 期 間 　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　　月　　日

 

調 査 結 果

事実の有無 □　通報対象事実あり　　□　通報対象事実なし

 

　 

 

そ の 他

参 考 事 項
　



様式第5号(第10条関係) 

 

第　　　　　号　　 

年　　月　　日　　 

 

　　　　　　　　　　様 

 

桜川市公益通報委員会　　　　　　　　　　 

 

 

職員等公益通報調査・措置結果通知書 

 

 

 調査受付日 　　　　年　　月　　日 受付番号 　

 調 査 期 間 　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　　月　　日

 

調 査 結 果

事実の有無 □　通報対象事実あり　　□　通報対象事実なし

 

　 

 

措 置 結 果 　

 

そ の 他

参 考 事 項
　

 

　

本件措置に関する問合せ先 

 

所属・担当者 

　　　電話 


